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一

は
じ
め
に

１

本
稿
の１

）目２
）的３
）

一

滌
除
（p

u
rg
e

）
と
は
、

先
取
特
権
又
は
抵
当
権
の
目
的

と
な
っ
た
不
動
産
の
第
三
取
得
者
が
、
…
先
取
特
権
者
又
は
抵
当
権

者
に
対
し
て
、
こ
の
不
動
産
の
代
価
又
は
そ
の
評
価
価
値
﹇
の
提

供
﹈
を
申
し
込
む
こ
と
に
よ
り
、﹇
先
取
特
権
者
又
は
抵
当
権
者
に

よ
る
﹈
追
求
権
（d

ro
it
 
d
e
 
su
ite

）
行
使
に
よ
る
追
行
（p

o
u
r-

su
ites

）
を
防
ぎ
、
又
は
そ
れ
を
停
止
す
る４

）」
手
続
の
こ
と
を
い
う５

）。

滌
除
は
、
け
っ
し
て
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
手
続
で
は
な
い
。

滌

除
の
効
果
は
、
…
﹇
抵
当
﹈
不
動
産
に
対
す
る
追
求
権
を
、﹇
不
動

産
の
﹈
代
価
に
対
す
る
権
利
に
変
え
る
こ
と
に
尽
き
る６

）」。
そ
し
て
、

譲
渡
に
よ
り
当
然
に
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
る
場
合７

）、
す
な
わ
ち
公
用

収
用
（ex

p
ro
p
ria
tio
n p

o
u
r ca

u
se d

’u
tilite

８
）

p
u
b
liq
u
e

）
及
び

強
制
的
所
有
権
移
転
（ex

p
ro
p
ria
tio
n
 
fo
rcee

）
に
基
づ
く
競
売９

）

以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
取
得
者
は
、
抵
当
不
動
産
か
ら
抵
当
権

を
滌
除
す
る
た
め
に
、
か
な
ら
ず
一
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

（
以
下
「
一
八
〇
四
年
法
」
と
い
う
。）
が
規
定
す
る
滌
除
手
続
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い10

）。
本
稿
は
、
一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
妻
の
法
定
抵
当
権
（h

y
p
o
th
eq
u
e leg

a
le d

e la fem
m
e m

a
r-
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iee

）
の
滌
除
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
滌

除
制
度
全・
体・
を
概
観
す
る
。

一
八
〇
四
年
法
第
三
編
第
一
八
章
「
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
」
は

二
つ
の
滌
除
方
法
を
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
八
節
（
二
一
八
一

｜
二
一
九
二
条
）
が
「
所
有
権
か
ら
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
の
滌

除
方
法
（D

u m
o
d
e d
e p
u
rg
er les p

ro
p
rietes d

es p
riv
ileg

es
 

et
 
h
y
p
o
th
eq
u
es

）」
の
表
題
で
規
定
す
る
、
登
記
（in
scrip

-

tio
n

）
さ
れ
た
抵
当
権
（
以
下
「
既
登
記
抵
当
権
」
と
い
う
。）
の

滌
除
方
法
と
、
第
九
節
（
二
一
九
三
｜
二
一
九
五
条
）
が
「
夫
及
び

後
見
人
の
財
産
を
目
的
と
す
る
未
登
記
抵
当
権
の
滌
除
方
法
（D

u
 

m
o
d
e d

e p
u
rg
er les h

y
p
o
th
eq
u
es,

q
u
a
n
d il n

’ex
iste p

a
s

 
d
’in
scrip

tio
n su

r les b
ien
s d
es m

a
ris et d

es tu
teu

rs

）」
の

表
題
で
規
定
す
る
、

登
記
免
除
法
定
抵
当
権
」

法
定
抵
当
権
の
登

記
を
免
除
さ
れ
、
か
つ
未
登
記
の
ま
ま
で
、
そ
れ
を
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
る
法
定
抵
当
権
を
、
以
下
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。）

の
う
ち
実
際
に
未
登
記
の
法
定
抵
当
権
（
以
下
「
登
記
免
除
・
未・
登

記
法
定
抵
当
権
」
と
い
う
。）
の
滌
除
方
法
で
あ
る
。
本
稿
は
、

前
々
稿
・
前
稿11

）と
相
俟
っ
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
妻
の
法
定
抵
当

権
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
一
環
で
あ
る
の
で
、
こ
の
目

的
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
の
み
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
登
記
免
除
法
定
抵
当
権
で
あ
っ
て

も
、
一
八
〇
四
年
法
（⇒

「
登
記
」
四
・
同
二
三
｜
三
〇
）
又
は
一

八
五
五
年
三
月
二
三
日
法
（
以
下
「
一
八
五
五
年
法
」
と
い
う
。）

（⇒

「
登
記
」
九
｜
一
六
）
に
従
い
登
記
さ
れ
た
法
定
抵
当
権
は
既

登
記
抵
当
権
で
あ
る
か
ら
、
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
で
あ
っ

て
も
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

一

一
・
六
八
）。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
を
明
ら
か
と
す
る

た
め
に
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
だ

け
に
準
備
さ
れ
た
制
度
の
み
な
ら
ず
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続

も
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
滌
除
制
度

全
体
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
滌

除
手
続
を
概
観
す
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
の
で
、
登
記
免

除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
で
あ
っ
て
も
、
妻
以
外
の
法
定
抵
当
権
の

滌
除
に
固
有
な
準
則
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
割
愛
す
る
。
ま
た
、
滌

除
手
続
は
抵
当
権
以
外
の
権
利
（
不
動
産
先
取
特
権
）
を
滌
除
す
る

た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
割
愛
し
た
。

本
稿
の
目
的
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
つ
き
オ
ブ

リ
ー
（C

h
a
rles

 
A
U
B
R
Y
,
1803

1878

）
‖
ロ
ー
（C

h
a
rles-

F
red

eric
 
R
A
U
,
1803

1877

）
の
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
講
義

（C
o
u
rs d

e d
ro
it civ

il fra
n
ça
is

）』

第
四
版
）
を
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
（G

a
b
riel

 
B
A
U
D
R
Y
-
L
A
C
A
N
T
IN
E
R
IE
,
1837

1913

）
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
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（P
a
u
l d
e L

O
Y
N
E
S
,
1841

1914

）
の
著
作
で
補
っ
て
い
る
こ
と

を
始
め
、
前
々
稿
で
述
べ
た
こ
と
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
）
が
そ

の
ま
ま
妥
当
す
る
。

１
）

本
稿
で
引
用
す
る
文
献
を
、
こ
こ
で
一
括
し
て
掲
げ
て
お
く
。

以
下
、
太
字
体
で
表
記
し
た
部
分
の
み
で
引
用
す
る
。

仏
語
文
献
｜A

U
B
R
Y
(C
.
)
et R

A
U
(C
.
),
C
ou
rs d

e d
roit

 
civil fran

çais,
trad

u
it d

e l’allem
an
d
 
d
e M

.
C
.
S
.
Z
ach

ar-

iae
,
1

ed
.,
5 v
o
l.,
S
tra
sb
o
u
rg
,
1839

1846;
A
U
B
R
Y
(C
.
)
et

 
R
A
U

(C
.
),
C
ou
rs
 
d
e
 
d
roit

 
civil

 
fran

çais
 
d
’apres

 
la

 
m
eth
od
e
 
d
e
 
Z
ach

ariae
,
4

ed
.,
8
 
v
o
l.,
P
a
ris,

1869
1878;

B
A
U
D
R
Y

L
A
C
A
N
T
IN
E
R
IE

(G
.
)
et D

E
 
L
O
Y
N
E
S

(P
.
),
T
raite

th
eoriqu

e
 
et
 
pratiqu

e
 
d
e
 
D
roit

 
civil,

d
u

 
n
an
tissem

en
t,
d
es privileges et

 
et d

e l’ex-

propriation forcee
,
2
ed
.,
3 v
o
l.,
1899;

B
O
U
R
G
A
D
E
(M
.
),

L
e
 
cred

it
 
fon

cier
 
d
e
 
F
ran

ce
,
le
 
cred

it
 
agricol

 
et
 
les

 
em
pru

n
teu
rs
,
P
a
ris,

1861;
D
E L

O
Y
N
E
S
(P
.
),
L
e projet d

e
 

loi su
r
 
la
 
reform

e d
u
 
regim

e h
ypoth

ecaire
,
P
a
ris,

1897;

D
E
M
A
N
T
E
(A
.
M
.
)
et C

O
L
M
E
T D

E S
A
N
T
E
R
R
E
(E
.
),

C
ou
rs an

alytiqu
e d

e cod
e civil,

2
ed
.,
t.
IX
,
P
a
ris,

1889;

D
U
R
A
N
T
O
N
(A
.
),
C
ou
rs d

e d
roit fran

çais su
ivan

t le
 

C
od
e civil,

4
ed
.,
22 v

o
l.,
P
a
ris,

1844
1845;

F
E
N
E
T
(P
.

A
.
),
R
ecu

eil com
plet d

es travau
x
 
preparatoire d

u
 
C
od
e

 

civil,
15 v

o
l.,
P
a
ris,

1827,
reim

p
ressio

n O
sn
a
b
ru
ck
,
1968;

G
U
IC
H
A
R
D

(M
.
A
.
C
.
),
L
egislation

 
h
ypoth

ecaire
 
ou

 
recu

il m
eth
od
iqu
e et com

plet,
3 v
o
l.,
P
a
ris,

1810;
ou
rn
al

 
iciel

 
d
e
 
la
 
R
epu

bliqu
e
 
fran

çaise
,

u
m
en
ts

-

em
en
taires

,
S
en
a
t;
M
A
L
E
V
IL
L
E
(J.
),
A
n
alys raison

n
ee

 
d
e la d

iscu
tion

 
d
u
 
cod

e civil au
 
con

seil d
’etat,

3
ed
.,
4

 
v
o
l.,
P
a
ris,

1822;
P
L
A
N
IO
L
(M
.
)
et R

IP
E
R
T
(G
.),T

raite

pratiqu
e d

e d
roit civil fran

çais
,
14 v

o
l.,
P
a
ris,

1924
1934;

P
O
N
T
(P
.
),
E
xplication

 
th
eoriqu

e
 
et pratiqu

e
 
d
u
 
C
od
e

 
civil,

C
om
m
en
taire traite

d
es privileges et

 
et d

e l’expropriation
 
forcee

,
3
ed
.,
2 v

o
l.,
P
a
ris,

1876.

邦
語
文
献
｜
香
山
高
広
「
一
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
の
基
本

的
性
格
（
１
）
｜
（
５
）」
小
樽
商
科
大
学
『
商
学
討
究
』
第
五
〇

巻
第
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
一
三
｜
二
五
二
頁
・
第
五
一

巻
第
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
五
｜
一
四
三
頁
・
第
五
一
巻
第
二
・

三
合
併
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
五
一
｜
一
八
三
頁
・
第
五
二
巻
第
一

号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
八
七
｜
二
一
三
頁
・
第
五
二
巻
第
二
・
三
合
併

号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
三
九
｜
三
六
九
頁
、
香
山
高
広
「
一
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
『
妻
の
法
定
抵
当
権
』
の
概
要
（
一
）

｜
（
三
）
｜
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
の
所
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
｜
」
九
州

大
学
『
法
政
研
究
』
第
七
九
巻
第
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
一
二
年
）

七
三
｜
一
〇
一
頁
・
第
七
九
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
六
三
｜
九

八
九
頁
・
第
八
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
六
五
｜
一
九
六
頁
、

香
山
高
広
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
妻
の
法
定
抵
当
権
の

一九世紀フランス法における抵当権の「滌除」の概要㈠（香山）
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『
登
記
』
の
概
要
（
一
）
｜
（
二
）
｜
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
の
所
説
を

よ
り
ど
こ
ろ
に
｜
」
九
州
大
学
『
法
政
研
究
』
第
八
〇
巻
第
二
・
三

合
併
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
六
三
｜
三
八
三
頁
・
第
八
〇
巻
第
四
号

（
二
〇
一
四
年
）
五
一
一
｜
五
三
七
頁
、
新
関
輝
夫
「
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
滌
除
に
つ
い
て
」『
民
商
法
雑
誌
』
第
六
八
巻
第
五
号
（
一

九
七
三
年
）
六
九
八
｜
七
二
九
頁
、
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
研
究
会
「
試

訳
・
共
和
暦
七
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
一
日
の
抵
当
制
度
に
関
す
る
法

律
｜
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
翻
訳
（
一
）
｜
」
九
州
大
学
『
法
政
研

究
』
第
六
九
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
〇
七
｜
八
二
五
頁
、
星

野
英
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
動
産
物
権
公
示
制
度
の
沿
革
の
概

観
」『
民
法
論
集
第
二
巻
』

有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
）
一
｜
一
〇
六

頁
、
山
口
俊
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
二
年
）。

２
）

本
稿
に
お
い
て
は
、
条
文
等
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
文

献
を
参
考
に
し
た
。
神
戸
大
学
外
国
法
研
究
会
編
『
現
代
外
国
法
典

叢
書

仏
蘭
西
民
法
〔
Ⅰ
｜
Ⅴ
〕

復
刻
版
）』

有
斐
閣
、
一
九
五
六

年
）
、
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
翻
訳
委
員
会
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴

訟
法
典
の
翻
訳
（
12
）」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
八
九
巻
第
六
号
（
一

九
七
二
年
）
六
九
五
｜
七
二
〇
頁
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査

部
『
法
務
資
料

第
四
四
一
号

フ
ラ
ン
ス
民
法
｜
物
権
・
債
権
関
係

｜
』

一
九
八
二
年
）、
山
本
和
彦
『
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
』

有
斐
閣
、

一
九
九
五
年
）、
若
林
安
雄
「
一
八
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法

典
（
仮
訳
）

一
）
｜
（
四
）」『
近
代
法
学
』
第
三
〇
巻
第
三
・
四
号

（
一
九
八
三
年
）
七
三
｜
九
七
頁
・
第
三
二
巻
第
二
・
三
・
四
号
（
一

九
八
五
年
）
四
三
｜
九
七
頁
・
第
三
四
巻
第
三
・
四
号
（
一
九
八
七

年
）
七
七
｜
九
九
頁
・
第
三
七
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
八
九
年
）
八
五

｜
一
四
二
頁
。

３
）

本
稿
で
は
、
そ
の
全
体
に
わ
た
り
、
通
し
番
号
（
ニ
ュ
メ
ロ
）

を
付
し
て
い
る
。
以
下
、

⇒

四
）」
と
あ
る
場
合
は
、

本
稿
の

ニ
ュ
メ
ロ
四
を
参
照
せ
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
四
）」
と
あ
る
場
合
は
「
香
山
『
法
定
抵
当
権
』
の

ニ
ュ
メ
ロ
四
を
参
照
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、

⇒

「
登
記
」
四
）」

と
あ
る
場
合
は
「
香
山
『
登
記
』
の
ニ
ュ
メ
ロ
四
を
参
照
せ
よ
」
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、
引
用
文
中
の
亀
甲
括
弧
（〔
〕）
内

は
著
者
に
よ
る
註
で
あ
り
、
角
括
弧
（﹇
﹈）
内
は
著
者
に
よ
る
補
足

部
分
で
あ
る
。

４
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
495

496,
tex

te.

５
）

証
書
が
登
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
債
権
者
は
、」

新
所
有
者
の

申
立
て
に
よ
る
通
告
か
ら
四
〇
日
以
内
に
、」

不
動
産
の
競
り
に
よ

る
公
の
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

二
一
八
五
条
一

項
柱
書
）。
こ
の
競
売
申
立
て
に
あ
た
っ
て
は
、
申
立
人
は
、

契
約

に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は
新
所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
加

え
て
一
〇
分
の
一
を
加
え
た
値
を
付
け
る
こ
と
又
は
付
け
さ
せ
る
こ

と
」

二
一
八
五
条
一
項
二
号
）
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
引
き
受
け
を
伴
っ
た
競
売
を
《su

ren
ch
ere

》
と
い
う

（⇒

三
九
）。《su

ren
ch
ere

》
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、

上
乗
せ
競

り
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
訳
語
は
馴
染
み
が
な
い
の

で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
、
よ
り
一
般
的
で
、
か
つ
、
よ
り
馴
染
み

資 料
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深
い
「
増
価
競
売
」
の
訳
語
を
充
て
た
。

増
価
競
売
は
、
滌
除
の
局
面
で
さ
れ
る
も
の
と
、
競
売
後
に
さ
れ

る
も
の
と
が
あ
り
、
厳
密
に
は
、
前
者
は
「
任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増

価
競
売
（su

ren
ch
ere su

r a
lien

a
tio
n
 
v
o
lo
n
ta
ire

）」
と
（⇒

三
）、
後
者
は
「
六
分
の
一
の
増
価
競
売
（su

ren
ch
ere

 
d
u
 
six
-

iem
e

）」
と
い
わ
れ
る
（⇒

一
註

９
））。
ま
た
、
商
法
の
規
定
に
基

づ
き
「
一
〇
分
の
一
の
増
価
競
売
（su

ren
ch
ere d

u d
ix
iem

e

）」

が
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
（⇒

一
註

９
））。
本
稿
に
お
い
て
、
単
に

「
増
価
競
売
」
と
し
た
場
合
に
は
、

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競

売
」
を
さ
す
。

６
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.496,

tex
te.

７
）

抵
当
不
動
産
の
取
得
者
（⇒

六
｜
七
）
は
、
既
登
記
抵
当
権
で

あ
る
か
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
抵

当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に
、
滌
除
手
続
（⇒

一
一
｜
八
二
）
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

一
註

10
））。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
譲
渡

の
性
質
か
ら
当
然
に
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
譲
渡
が
さ
れ
た
と
き
は
、
取
得
者
は
、
滌
除
手
続
を
す

る
こ
と
な
く
、
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら
な
い
不
動
産
を
取
得
す
る
。

こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
譲
渡
を
「
当
然
の
滌
除
を
生
じ
さ
せ
る

譲
渡
（a
lien

a
to
n
s q
u
i o
p
eren

t d
e p
lein d

ro
it la p

u
rg
e

）」
と

い
う
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2365

I,
p
.
591.

）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
譲
渡

に
よ
り
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
る
場
合
に
、

譲
渡
は
滌
除
に
値
す
る

（a
lien

a
tio
n v

a
u
t p
u
rg
e

）」
又
は
「
譲
渡
は
事
実
上
の
滌
除
を
生

じ
さ
せ
る
（a

lien
a
tio
n o

p
ere p

u
rg
e v
irtu

elle

）」
と
い
わ
れ
る

（P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1084,

p
.
402 et n

°1186,
p
.
504.

）。

８
）

公
用
収
用
が
さ
れ
た
場
合
、
収
用
不
動
産
を
目
的
と
す
る
抵
当

権
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
一
八
四
一
年
五
月
三
日
法
一
七
条
が
、
こ

れ
を
規
定
す
る
（⇒

「
登
記
」
二
一
）。
す
な
わ
ち
、
〔
一
項
〕﹇
収

用
判
決
の
﹈
謄
記
（tra

n
scrip

tio
n

）
か
ら
一
五
日
以
内
に
、
先
取

特
権
及
び
合
意
、
裁
判
上
又
は
法
定
抵
当
権
は
登
記
さ
れ
る
。〔
二

項
〕
前
項
の
期
間
内
に
登
記
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
収
用
不
動
産
は
、

そ
の
性
質
を
問
わ
ず
（d

e q
u
elq
u
e n
a
tu
re q

u
’il so

ien
t

）、
す
べ

て
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
補
償
金

に
対
す
る
妻
、
未
成
年
者
及
び
禁
治
産
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
補

償
金
が
支
払
わ
れ
た
と
き
又
は
債
権
者
間
の
順
位
配
当
（o

rd
re

）

が
終
局
的
と
な
っ
た
と
き
で
な
い
限
り
、
そ
れ
を
害
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。〔
三
項
〕
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
登
記
債
権
者
は
、

増
価
競
売
申
立
権
（fa

cu
lte

d
e su

ren
ch
erir

）
を
有
さ
な
い
。
た

だ
し
、
登
記
債
権
者
は
、
補
償
金
が
第
四
節
に
従
い
決
定
さ
れ
る
こ

と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

謄
記
さ
れ
た
収
用
判
決
は
、
す
べ
て
の
抵
当
権
を
滌
除
す
る
。
一

八
四
一
年
五
月
三
日
法
一
七
条
二
項
は
「
前
項
の
期
間
内
に
登
記
が

さ
れ
な
い
と
き
は
、
収
用
不
動
産
は
、
そ
の
性
質
を
問
わ
ず
、
す
べ

て
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、

一
見
す
る
と
、
滌
除
さ
れ
る
の
は
未
登
記
抵
当
権
に
限
ら
れ
る
。
し

か
し
、
既
登
記
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
収
用
者

（ex
p
ro
p
ria
n
t

）
は
滌
除
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
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そ
の
手
続
に
お
い
て
既
登
記
抵
当
権
者
は
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
四
一
年
五
月
三
日

法
一
七
条
三
項
は
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
登
記
債
権
者

は
、
増
価
競
売
申
立
権
を
有
さ
な
い
」
と
規
定
す
る
の
で
、
こ
れ
は
、

既
登
記
抵
当
権
も
滌
除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
収
用

判
決
謄
記
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
登
記
を
し
た
抵
当
権
者
の
権
利
は
、

抵
当
不
動
産
か
ら
代
価
に
移
転
さ
れ
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
495,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2367,

p
.
592.

）。
実
際
、
収
用
者
が
滌
除
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
増
価

競
売
が
申
し
立
て
ら
れ
、
収
用
者
以
外
の
者
が
収
用
不
動
産
を
取
得

す
る
場
合
が
生
じ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
収
用
不
動
産
の
所
有
権
を

収
用
者
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
収
用
の
目
的
に
反
す
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2367,

p
.
592.

）。

既
登
記
抵
当
権
者
の
増
価
競
売
申
立
権
は
否
定
さ
れ
る
が
、
既
登

記
抵
当
権
者
は
公
用
収
用
委
員
会
（ju

ry
 
d
’ex
p
ro
p
ria
tio
n

）
に

対
し
て
補
償
額
の
決
定
を
要
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ

れ
に
よ
り
既
登
記
抵
当
権
者
の
利
益
は
保
護
さ
れ
る
。

収
用
判
決
謄
記
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
登
記
を
し
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
に
限
り
、
補
償
金
に
対

す
る
優
先
権
を
失
わ
な
い
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
310,

tex
te
 
et n

o
te
 
27;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2228,

p
.
452 et n

°2368,
p
.
593.

）。
し
か

し
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
は
、
補
償
金
の
支
払
い
が

終
了
す
る
か
、
そ
れ
に
対
す
る
順
位
配
当
が
終
了
す
る
前
に
、
優
先

権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
）

強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ
く
競
売
は
、
す
べ
て
の
抵
当
権
を

滌
除
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
競
落
人
（a

d
ju
d
ica
ta
ire

）
は
滌
除
手

続
を
す
る
必
要
は
な
い
（A

u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.

497,
tex

te et n
o
te 4;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2370,

p
.
594.

）。

既・
登・
記・
抵・
当・
権・
に
つ
き
、
一
八
〇
四
年
法
及
び
一
八
〇
六
年
民
事

訴
訟
法
（
以
下
、

一
八
〇
六
年
民
訴
法
」
と
い
う
。）
は
、
こ
の
こ

と
を
明
確
に
規
定
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
異
論
は

な
い
（cf.

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
497,

n
o
te 6;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2370,
p
p
.
594

595.

）

⇒

「
登
記
」
二
〇
註

70
））。
そ
し
て
、
一

八
五
八
年
五
月
二
一
日
法
（
以
下
「
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
」
と

い
う
。）
は
、
こ
れ
を
確
認
す
る
。
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
一

七
条
七
項
前
段
（⇒

七
六
②
註

299
））
曰
く
、

正
式
に
謄
記
さ
れ

た
競
売
判
決
（ju

g
em
en
t d
’a
d
ju
d
ica
tio
n

）
は
、
そ
の
種
類
を
問

わ
ず
、
抵
当
権
を
滌
除
」
す
る
。
な
お
、
既
登
記
抵
当
権
滌
除
の
効

果
は
、
競
売
判
決
の
効
果
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.

497,
tex

te et n
o
te 4.

）
で
あ
る
の
か
、
謄
記
の
効
果
（B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2370,

p
.

595.
）
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
判
例
（R

eq
.
22

 
ja
n
v
.
1877,

D
.
1877.

1.
249,

S
.
1877.

1.
115;

C
iv
.
4 m

a
i 1891,
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D
.
1892.

1.
9,
S
.
1891.

1.373.

）
は
、
謄
記
の
効
果
と
解
す
る
（⇒

「
登
記
」
一
六
③
註

56
））。

競
売
判
決
謄
記
以
前
に
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
は
、
す
べ
て
滌
除
さ

れ
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
499,

tex
te et n

o
tes

 
10 a

12;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2372,

p
p
.
595

596.

）。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
の
債
権
者
の

抵
当
権
で
あ
る
か
、
債
務
者
の
前
主
の
債
権
者
の
抵
当
権
で
あ
る
か

を
問
わ
な
い
。
ま
た
、
強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ
く
競
売
手
続
中

又
は
競
売
以
降
に
登
記
さ
れ
た
も
の
も
、
滌
除
さ
れ
る
。

強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ
く
競
売
に
お
け
る
、
登・
記・
免・
除・
・
未・

登・
記・
法・
定・
抵・
当・
権・
の
処
遇
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e

 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2373,

p
p
.
596

597.

）

⇒

「
登

記
」
二
〇
）
に
つ
い
て
も
、
一
八
〇
四
年
法
及
び
一
八
〇
六
年
民
訴

法
は
、
そ
れ
を
規
定
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
初
期
の
判
例
は
、

既
登
記
抵
当
権
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ

く
競
売
は
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
と
解
し
た

（C
iv
.
27 n

o
v
.
1811,

S
.
1812.

1.
171;

C
iv
.
21 n

o
v
.
1821,

J
.
G
.,

v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°2200,

S
.
1822.

1.
214;

C
iv
.
30 a

o
u
t 1825,

S
.
1826.

1.
65.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

269,
p
p
.
150

151,
tex

te et n
o
te 7;

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
309,

n
o
te 25.

）。
と
こ
ろ
が
、
一
八
三
三
年
六
月
二
二
日
、
破
毀
院
は
、

連
合
部
判
決
（a

rret d
es ch

a
m
b
res reu

n
ies

）
に
お
い
て
、
競

売
に
よ
る
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
を
否
定
す
る

（C
h
.
reu

n
.,
22 ju

in 1833,
J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°2201,

S
.

1833.
1.
448;

C
iv
.
30 ju

ill.
1834,

S
.
1834.

1.
625;

R
eq
.
26 m

a
i

 
1836,

S
.
1836.

1.
775;

C
iv
.
18 d

ec.
1839,

S
.
1840.

1.
137;

C
iv
.

27 m
a
rs 1844,

S
.
1845.

1.
20.

）。
し
か
し
、
一
八
五
八
年
改
正
民

訴
法
七
一
七
条
七
項
は
、

そ
の
種
類
を
問
わ
ず
（to

u
tes

）」
と
規

定
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
判
例
の
立
場
を
否
定
し
た

う
え
で
、
既
登
記
抵
当
権
の
み
な
ら
ず
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
の
滌
除
も
認
め
る
。
な
お
、
強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ
く

競
売
の
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
は
、

競
売
判
決
謄
記
前
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

新
聞
な
ど
の
記
載
に
よ
り
競
売
の
開
始
を
知
り
、
競
売
判
決
謄
記
前

に
登
記
を
し
た
と
き
は
、
順
位
配
当
へ
の
名
義
の
届
出
の
催
告
（
一

八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
五
三
条
）
が
さ
れ
る
（B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2375,

p
.

598.

）。
し
か
し
、
競
売
判
決
謄
記
前
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
は
、
競

売
「
代
価
に
対
す
る
訴
権
」

一
八
五
三
年
改
正
民
訴
法
七
一
七
条

七
項
前
段
）
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
優
先
権
は
失
わ
れ
な
い
（⇒

「
登
記
」
一
六
③
）。
も
っ
と
も
、
優
先
権
を
行
使
す
る
た
め
に
、
登

記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
は
、

順
位
配
当
が
裁
判
上
の
も
の

で
あ
る
と
き
は
第
七
五
四
条
が
規
定
す
る
期
間
満
了
前
に
届
出
を
す

る
」
か
、

順
位
配
当
が
和
解
に
よ
る
と
き
は
…

そ
の
終
結
前
に

権
利
を
行
使
す
る
」
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改

正
民
訴
法
七
一
七
条
七
項
後
段
）。
な
お
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
者
に
対
し
て
は
名
義
届
出
の
催
告
を
す
る
必
要
は
な
い
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（P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1053,

p
p
.
360

361.

）
の
で
、
優

先
権
行
使
は
事
実
上
制
限
さ
れ
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2375,

p
.
598.

）。

既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
に
お
い
て
増
価
競
売
が
さ
れ
た
と
き

（⇒

一
註

５
））、
そ
れ
に
よ
り
既・
登・
記・
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
る

（A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
497,

tex
te et n

o
te 7;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2380,
p
.
616.

）。
一
八
四
一
年
以
前
か
ら
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い

た
が
、
一
八
四
一
年
六
月
二
日
法
（
以
下
「
一
八
四
一
年
改
正
民
訴

法
」
と
い
う
。）
八
三
八
条
七
項
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
規
定
す

る
。
す
な
わ
ち
、

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
は
、
他
の
増
価

競
売
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
な
い
」。
増
価
競
売
に
よ
り
既
登
記
抵
当

権
が
滌
除
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
競
落
人
は
滌
除
手
続
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
既
登
記
抵
当
権
者
は
増

価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
は
、
他
の
増
価
競
売
に
よ
り
取
り

消
さ
れ
な
い
」
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
既
登
記
抵
当
権
者
は
増
価
競
売

の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
増
価
競
売
に
よ

り
既
登
記
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
規
定
は
、

増
価
競
売
後
の
増
価
競
売
は
無
効
で
あ
る
（su

ren
ch
ere su

r su
r-

en
ch
ere n

e v
a
u
t

）」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
法
の
準
則
の
適
用
の
結
果

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
増
価
競
売
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法

定
抵
当
権
を
滌
除
し・
な・
い・
（⇒

七
八
④
）。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
一

八
五
八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
八
項
曰
く
、

増
価
競
売
判
決
後

に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
法

定
抵
当
権
の
滌
除
は
任
意
譲
渡
の
場
合
と
同
様
に
さ
れ
る
」。
し
た

が
っ
て
、
競
落
人
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す

る
た
め
に
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒

六

八
｜
八
二
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
滌
除
手
続
に
お
い
て
、

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
は
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（⇒

七
八
④
）。

増
価
競
売
後
の
増
価
競
売
は
無

効
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
六
分
の
一
の
増
価

競
売
（⇒

一
註

５
））
が
さ
れ
た
と
き
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法

七
〇
八
条
・
九
六
五
条
・
九
七
三
条
・
九
八
八
条
）

C
o
lm
et
 
d
e

 
S
a
n
terre,

t.
IX
,
n
°169 bis

,
X
IX
,
p
.
398.

）、
そ
れ
に
よ
り
既・
登・

記・
抵
当
権
は
、
六
分
の
一
の
増
価
競
売
が
強
制
的
所
有
権
移
転
に
基

づ
く
競
売
後
に
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
滌
除
さ
れ
る

（A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
498,

tex
te et n

o
te 8;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2380,
p
.
605.

）。
た
と
え
ば
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
七
一
〇
条
二

項
曰
く
、
六
分
の
一
の
「
増
価
競
売
後
に
第
二
の
競
売
が
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
同
一
財
産
に
つ
き
、
い
か
な
る
増
価
競
売

（a
u
cu
n
e a

u
tre su

ren
ch
ere

）
も
、
そ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」

他
に
も
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
九
六
五
条
二
項
・
九
七

三
条
六
項
・
九
八
八
条
二
項
参
照
）。
六
分
の
一
の
増
価
競
売
に
よ
り

既
登
記
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
競
落
人
は
滌
除
手
続

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
既
登
記
抵
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当
権
者
は
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
か
な
る
増
価
競
売
も
」
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
、
六
分
の
一
の
増
価
競
売
に
よ
り
既
登
記
抵
当
権
が
滌

除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
も
、

増
価
競
売
後
の
増
価
競

売
は
無
効
で
あ
る
」
の
準
則
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
登・

記・
免・
除・
・
未・
登・
記・
法・
定・
抵・
当・
権・
に
つ
い
て
は
、
強
制
的
所
有
権
移
転

に
基
づ
く
競
売
以・
外・
の
競
売
（⇒

一
註

10
））
の
後
に
さ
れ
た
六
分

の

一

の

増

価

競

売

に

よ

り

滌

除

さ・

れ・

な・

い・
（B

a
u
d
r
y
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2381,

p
.

606.

）。
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
は
、
こ
の
こ
と
を
明
記
し
な
い
が
、

こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
八
項

が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
競
落
人

は
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒

六
八
｜
八
二
）

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
滌
除
手
続
に
お
い
て
、
登
記
免
除
・

未
登
記
法
定
抵
当
権
は
、
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2381,

p
p
.
606

607.

）。

増
価
競
売
後
の
増
価
競
売
は
無
効
」

だ
か
ら
で
あ
る
。

管
財
人
（sy
n
d
ic

）
の
追
行
に
基
づ
き
さ
れ
た
破
産
者
（fa

illi

）

の
不
動
産
の
競
売
後
に
一
〇
分
の
一
の
増
価
競
売
が
さ
れ
る
場
合

（⇒

一
註

５
））
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
既・
登・
記・
抵
当
権

の
滌
除
が
認
め
ら
れ
る
（A

u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.

499,
tex

te et n
o
te 9;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2383,

p
p
.
609

610.

）。
こ
の
点
に
つ
き
、

一
八
三
八
年
五
月
二
八
日
法
五
七
三
条
四
項
後
段
曰
く
、

こ
の
競

売
は
終
局
的
で
あ
り
、
そ
の
競
売
に
つ
き
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e

 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2383,

p
.
610.

）。
し
た
が
っ
て
、

競
落
人
は
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒

六
八

｜
八
二
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
滌
除
手
続
に
お
い
て
、
登

記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
は
、
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2383,

p
.
610.

）。

増
価
競
売
後
の
増
価
競

売
は
無
効
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
管
財
人
の
追
行
に
基
づ

き
破
産
者
の
不
動
産
の
競
売
が
さ
れ
た
後
、
一
〇
分
の
一
の
増
価
競

売
の
申
立
て
が
さ・
れ・
な・
か・
っ・
た・
場
合
に
も
、
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
る

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
判
例
は
、
こ
れ
を
肯
定

す
る
（R

eq
.
19 m

a
rs 1851,

D
.
1851.

1.
292,

S
.
1851.

1.
270;

C
iv
.
3 a
o
u
t 1864,

D
.
1864.

1.
329,

S
.
1864.1.381;C

iv
.8 a

v
ril

 
1867,

D
.
1867.

1.
380,

S
.
1868.

1.
31;

C
iv
.
13 a

o
u
t 1867,

D
.

1867.
1.
375,

S
.
1867.

1.
390;

R
eq
.
24 fev

.
1869,

D
.
1869.

1.

451,
S
.
1869.

1.
197;

C
iv
.
20 a

v
ril 1875,

D
.
1875.

1.
209.

）。

し
か
し
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
ず
、

か
つ
滌
除
手
続
に
お
い
て
は
抵
当
権
者
は
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,

p
p
.
500

502,
tex

te et n
o
te 15;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e

（82-１- ）35 35

一九世紀フランス法における抵当権の「滌除」の概要㈠（香山）



L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2385,

p
p
.
612

615.

）。

強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ
く
競
売
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
に
、

任
意
売
却
へ
の
転
換
（co

n
v
ersio

n
 
en
 
v
en
te

 
v
o
lo
n
ta
ire

）」
が
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
競
売
が
さ
れ
た
と
き
、

転
換
判
決
が
、
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
六
九
二
条
の
催
告
（so

m
-

m
a
tio
n

）
後・
に
さ
れ
た
と
き
は
、
転
換
に
基
づ
く
競
売
は
既・
登・
記・

抵
当
権
を
滌
除
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
502,

n
o
te 16;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2379,

p
.
604.

）

⇒

一
註

10
））。
追
行
者
（p

o
u
r-

su
iv
a
n
t

）
は
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
六
九
二
条
）、
そ
の
催
告
後
の
転

換
に
お
い
て
は
、
既
登
記
抵
当
権
全
員
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
（
一

八
四
一
年
改
正
民
訴
法
七
四
三
条
三
項
）
の
で
、
既
登
記
抵
当
権
の

滌
除
を
認
め
て
も
、
こ
の
者
の
利
益
は
害
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

10
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
499

502,
tex

te et
 

n
o
tes 13 a

16;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

-

equ
es
,
t.
III,

n
°2389,

p
p
.
618

619.

こ
の
こ
と
は
、
不
動
産
の
取
得
が
裁
判
上
の
売
却
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い
。

空
競
り
（fo

lle en
ch
ere

）
に
基
づ
く
競
売
（
一
八
四
一
年
改
正

民
訴
法
七
三
三
条
）
が
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
最
初
の
競
売
が
抵
当

権
を
滌
除
す
る
性
質
の
も
の
（⇒

一
註

９
））
で
あ
れ
ば
競
落
人
は

滌
除
手
続
を
す
る
必
要
は
な
い
（R

eq
.
21 o

ct.
1889,

D
.
1890.

1.

11,
S
.
1890.

1.
60.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
499,

n
o
te 15;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2382,

p
p
.
607

608.

）
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
空
競
り
に
基
づ
く
競
売
に
よ
り
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
ず
、
競
落

人
は
滌
除
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抵
当
権
者
は
、
こ
の
滌

除
手
続
に
お
い
て
、
増
価
競
売
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
る

（C
iv
.
6 ju

ill.
1864,

D
.
1864.

1.
279,

S
.
1864.

1.
377.-

A
u
b
ry

 
et
 
R
a
u
,
t.

III,
293

 
bis
,
p
.
499,

n
o
te
 
15;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2382,

p
p
.

608
609.

）。
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
七
三
九
条
四
項
は
、
同
法
七

〇
八
条
・
七
〇
九
条
・
七
一
〇
条
を
準
用
し
な
い
の
で
、
六
分
の
一
の

増
価
競
売
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
抵
当
権
者
が
増
価

競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い

（C
iv
.
10 ja

n
v
.
1844,

S
.
1844.

1.
97;

C
iv
.
24 d

ec.
1845,

D
.

1846.
1.
38,

S
.
1846.

1.
182;

R
eq
.
30 ju

in 1847,
D
.
1847.

1.

203,
S
.
1847.

1.
679;

C
iv
.
1

m
a
rs 1848,

D
.
1848.

1.
112,

S
.

1848.
1.
304;

C
iv
.
24 m

a
rs 1851,

S
.
1851.

1.
434;

C
iv
.
4 a
o
u
t

 
1851,

D
.
1851.

1.
231,

S
.
1851.

1.
434;

C
iv
.
11 m

a
rs 1863,

D
.

1863.
1.
98,

S
.
1863.

1.
380;

C
iv
.
6 ju

ill.
1864,

D
.
1864.

1.
279,

S
.
1864.

1.
377;

R
eq
.
14 m

a
rs 1870,

D
.
1870.

1.
328,

S
.
1870.

1.
198;

C
iv
.
26 a

v
ril 1881,

D
.
1881.

1.
405,

S
.
1882.

1.
86;C

iv
.

24 ju
ill.

1882,
D
.
1883.

1.
256,

S
.
1883.

1.
56;

R
eq
.
31 m

a
rs

 
1884,

D
.
1884.

1.
404,

S
.
1885.

1.
167.

）。

換
価
処
分
（licita

tio
n

）
に
基
づ
く
競
売
の
競
落
人
、
未
成
年

者
・
禁
治
産
者
の
不
動
産
の
競
落
人
、
限
定
承
認
相
続
財
産
（su

c-
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cessio
n
 
b
en
eficia

ire

）
の
競
落
人
又
は
相
続
人
不
存
在
の
相
続
財

産
（su

ccessio
n
 
v
a
ca
n
te

）
の
競
落
人
は
、
滌
除
手
続
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（A

u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

293
 
bis
,
p
.
500,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2389,

p
p
.
618

619.

）。

任
意
売
却
へ
の
転
換
が
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
競
売
が
さ
れ
た
と

き
、
転
換
判
決
が
、
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
六
九
二
条
の
催
告
前・

に
さ
れ
た
と
き
は
、
催
告
後
の
場
合
（⇒

一
註

９
））
と
異
な
り
、

転
換
に
基
づ
く
競
売
は
抵
当
権
を
滌
除
し
な
い
（A

u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,

t.
III,

293
 
bis
,
p
.
502,

tex
te
 
et
 
n
o
te
 
16;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2379,

p
p
.

603
604.

）。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
転
換
の
た
め
に
は
、
追
行
者

と
差
押
債
務
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
で
、
抵
当
権
者
の
同

意
は
必
要
で
な
い
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
七
四
三
条
三
項
）
た

め
、
抵
当
権
の
滌
除
を
認
め
る
と
抵
当
権
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

11
）

前
々
稿
（
香
山
「
法
定
抵
当
権
」）
は
妻
の
法
定
抵
当
権
の
う

ち
登
記
と
滌
除
を
除
く
部
分
の
概
要
を
、
前
稿
（
香
山
「
登
記
」）

は
妻
の
法
定
抵
当
権
の
登
記
の
概
要
を
み
た
。

２

関
連
規
定

⑴

一
八
〇
四
年
法

二

一
八
〇
四
年
法
第
三
編
第
一
八
章
「
先
取
特
権
及
び
抵
当

権
」
の
う
ち
、
抵
当
権
の
滌
除
に
関
す
る
規
定
は
、
以
下
で
あ
る

（⇒

「
登
記
」
二
）。

第
二
一
八
一
条

第
三
取
得
者
が
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
を
滌
除
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
不
動
産
所
有
権
又
は
不
動
産
物
権
の
移
転
契
約

書
（co

n
tra
ts tra

n
sla
tifs

）
は
、
そ
の
内
容
の
す
べ
て
に
つ
き
、
財

産
所
在
地
の
郡
の
抵
当
権
保
存
吏
に
よ
り
謄
記
さ
れ
る
。

前
項
の
謄
記
は
、
専
用
の
謄
記
簿
に
さ
れ
る
。
抵
当
権
保
存
吏
は
、

申
請
者
に
対
し
て
、
確
認
書
（reco

n
n
a
issa

n
ce

）
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
一
八
二
条

所
有
権
移
転
証
書
（titres tra

n
sla
tifs d

e p
ro
-

p
riete

）
が
抵
当
権
保
存
吏
の
謄
記
簿
に
謄
記
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
不

動
産
の
抵
当
権
及
び
先
取
特
権
は
滌
除
さ
れ
な
い
。

売
主
は
、
売
買
の
目
的
物
に
つ
き
自
己
の
有
す
る
所
有
権
及
び
権
利

に
限
り
、
取
得
者
に
移
転
す
る
。
売
主
は
、
自
己
が
負
担
す
る
の
と
同

一
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
と
と
も
に
、
売
買
の
目
的
物
を
移
転
す
る
。
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第
二
一
八
三
条

新
所
有
者
が
本
章
第
六
節
〔
二
一
六
六
｜
二
一
九

七
条
〕
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
追
行
の
効
果
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
新

所
有
者
は
、
追
行
前
又
は
最
初
の
催
告
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
、
債
権
者

に
対
し
て
、
債
権
者
が
登
記
に
お
い
て
選
定
し
た
住
所
に
宛
て
て
次
に

掲
げ
る
書
類
を
通
告
（n

o
tifica

tio
n

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
所
有
者
の
証
書
の
抄
本
（ex

tra
it

）。
そ
の
抄
本
に
は
、
証

書
の
日
付
及
び
性
質
、
売
主
又
は
贈
与
者
の
氏
名
及
び
正
確
な
指
示
、

売
買
又
は
贈
与
の
目
的
物
の
性
質
及
び
所
在
地
、
財
産
が
複
数
個
か
ら

な
る
と
き
は
土
地
及
び
土
地
が
所
在
す
る
郡
の
一
般
的
名
称
、
代
価
及

び
売
却
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
（ch

a
rg
es
）
又
は
贈
与
の
場
合
は

目
的
物
の
評
価
額
が
、
記
載
さ
れ
る
。

二

売
買
証
書
（a

cte d
e v

en
te

）
の
謄
記
抄
本
。

三

三
つ
の
欄
（co

lo
n
n
es

）
か
ら
な
る
表
。
第
一
欄
に
は
抵
当
権

の
日
付
及
び
登
記
の
日
付
、
第
二
欄
に
は
債
権
者
の
氏
名
、
第
三
欄
に

は
登
記
さ
れ
た
債
権
の
額
が
、
記
載
さ
れ
る
。

第
二
一
八
四
条

取
得
者
又
は
受
贈
者
は
、
同
一
の
証
書
に
よ
り
、

債
務
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
代
価
を
限
度
と
し
て

抵
当
債
務
及
び
費
用
を
直
ち
に
弁
済
す
る
旨
の
申
述
（d

ecla
ra
-

tio
n

）
を
す
る
。

第
二
一
八
五
条

新
所
有
者
が
第
二
一
八
三
条
の
定
め
る
期
間
内
に

同
条
の
通
告
を
し
た
と
き
は
、
証
書
が
登
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
債
権
者

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
で
、
不
動
産
の
競
り
に
よ
る
公
の
競
売
（la

 
m
ise d

e l’im
m
eu
b
le a

u
x
 
en
ch
eres et a

d
ju
d
ica
tio
n
s p

u
b
li-

q
u
es

）
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

競
売
の
申
立
て
が
、
新
所
有
者
の
申
立
て
に
よ
る
通
告
か
ら
四

〇
日
以
内
に
、
新
所
有
者
に
送
達
（sig

n
ifica

tio
n

）
さ
れ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
、
各
申
立
人
の
選
定
住
所
（d

o
m
icile elu

）

と
現
実
の
住
所
の
距
離
に
応
じ
て
、
五
万
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
二
日
が

付
け
加
え
ら
れ
る
。

二

競
売
の
申
立
て
が
、
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は
新

所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
一
〇
分
の
一
を
加
え
た
値
を
付
け
る
こ
と

又
は
付
け
さ
せ
る
こ
と
の
、
申
立
人
に
よ
る
引
き
受
け
（so

u
m
is-

sio
n

）
を
含
む
こ
と
。

三

同
一
の
送
達
が
、
同
一
の
期
間
内
に
前
所
有
者
で
あ
る
主
た
る

債
務
者
（p

reced
en
t p
ro
p
rieta

ire,
d
eb
iteu

r p
rin
cip
a
l

）
に
さ
れ

る
こ
と
。

四

競
売
申
立
書
（ex

p
lo
its

）
の
原
本
及
び
謄
本
が
、
申
立
人
又

は
明
示
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人
に
よ
り
署
名
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
代
理
人
は
、
委
任
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

五

申
立
人
が
、
代
価
及
び
負
担
を
限
度
と
し
て
、
保
証
人
を
提
供

す
る
こ
と
。

前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
は
、
す
べ
て
無
効
と
す
る
。

第
二
一
八
六
条

債
権
者
が
第
二
一
八
五
条
の
定
め
る
期
間
内
に
同

条
の
形
式
に
従
っ
た
競
売
（la

 
m
ise a

u
x
 
en
ch
eres

）
の
申
述
を
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
不
動
産
の
価
値
（v

a
leu
r

）
は
、
終
局
的
に
、
契

約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は
新
所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
定

ま
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
所
有
者
は
、
順
位
配
当
に
お
い
て
配

当
を
受
け
る
べ
き
債
権
者
に
対
す
る
当
該
代
価
の
弁
済
又
は
供
託
に
よ

り
、
す
べ
て
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
か
ら
免
れ
る
。

第
二
一
八
七
条

競
り
に
よ
る
再
売
買
（rev

en
te
 
su
r
 
en
ch
er-

es

）
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
再
売
買
は
、
申
立
人
又
は
新
所
有
者

の
注
意
の
下
で
、
強
制
的
所
有
権
移
転
に
つ
い
て
定
め
る
形
式
に
従
い
、

さ
れ
る
。

追
行
者
は
、
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は
宣
言
さ
れ
た
代

価
及
び
債
権
者
が
付
け
る
義
務
を
負
い
又
は
付
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う

上
乗
せ
額
（so

m
m
e en su

s

）
を
掲
示
物
（a

ffich
es

）
に
お
い
て
表

示
す
る
。

第
二
一
八
八
条

競
落
人
は
、
競
売
代
価
に
加
え
て
、
契
約
の
正
当

な
費
用
、
抵
当
権
保
存
吏
の
謄
記
簿
へ
の
謄
記
費
用
、
通
告
費
用
及
び

再
売
買
に
至
る
た
め
の
費
用
を
、
所
有
権
を
奪
わ
れ
た
取
得
者
又
は
受

贈
者
に
返
還
す
る
。

第
二
一
八
九
条

取
得
者
又
は
受
贈
者
が
競
り
に
付
さ
れ
た
不
動
産

を
競
落
人
（d

ern
ier en

ch
erisseu

r

）
と
な
る
こ
と
に
よ
り
保
存
し

た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
競
売
判
決
を
謄
記
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

第
二
一
九
〇
条

競
売
申
立
人
の
取
下
げ
（d

esistem
en
t

）
は
、

債
権
者
が
引
き
受
け
額
を
弁
済
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
公
の
競
売
を

妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
す
べ
て
の
抵
当
権
者
の
明

示
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
一
九
一
条

競
落
人
と
な
っ
た
取
得
者
は
、
証
書
に
定
め
ら
れ

た
代
価
を
超
え
る
部
分
の
償
還
及
び
超
過
分
の
利
息
に
つ
き
、
弁
済
日

か
ら
売
主
に
対
し
て
請
求
権
（reco

u
rs

）
を
有
す
る
。

第
二
一
九
二
条

新
所
有
者
の
取
得
証
書
が
、
不
動
産
及
び
動
産
を

含
む
と
き
、
又
は
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
と
目
的
で
な
い
不
動
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産
か
ら
な
る
複
数
の
不
動
産
を
含
む
と
き
は
、
個
別
に
登
記

（in
scrip

tio
n
s p

a
rticu

lieres et sep
a
rees

）
さ
れ
た
不
動
産
の
そ

れ
ぞ
れ
の
代
価
は
、
証
書
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
総
額
の
評
価
割
当
て

（v
en
tila

tio
n

）
に
よ
り
、
新
所
有
者
の
通
告
で
申
述
さ
れ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
が
、
同
一
の
抵
当
権
保
存
所
の

管
轄
郡
に
所
在
す
る
か
複
数
の
抵
当
権
保
存
所
の
管
轄
郡
に
所
在
す
る

か
を
問
わ
ず
、
単
一
の
代
価
（u

n seu
l et m

em
e p

rix

）
で
譲
渡
さ

れ
た
か
個
別
の
代
価
で
譲
渡
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
又
は
同
一
の
経
営

（ex
p
lo
ita
tio
n

）
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

増
価
競
売
申
立
人
（crea

n
cier su

ren
ch
erisseu

r

）
は
、
い
か
な

る
場
合
に
お
い
て
も
、
動
産
及
び
自
己
の
債
権
の
た
め
に
抵
当
権
の
目

的
と
な
る
不
動
産
以
外
の
同
一
郡
内
に
所
在
す
る
不
動
産
に
つ
き
、
そ

の
引
き
受
け
を
強
制
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
取
得
物
の
分
割
又
は
経
営

の
分
割
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
に
つ
き
、
新
所
有

者
は
前
主
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
一
九
三
条

後
見
人
の
管
理
又
は
妻
の
嫁
資
、
取
戻
し
及
び
夫

婦
財
産
制
約
定
に
つ
き
不
動
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
お
り
、

か
つ
そ
れ
に
つ
き
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
又
は

後
見
人
の
所
有
す
る
不
動
産
の
取
得
者
は
、
自
己
が
取
得
し
た
財
産
を

目
的
と
す
る
抵
当
権
を
滌
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
一
九
四
条

滌
除
を
す
る
と
き
は
、
取
得
者
は
、
財
産
所
在
地

の
民
事
裁
判
所
の
書
記
課
に
所
有
権
移
転
契
約
書
の
正
式
に
照
合
さ
れ

た
謄
本
（co

p
ie d

u
m
en
t co

lla
tio
n
ee

）
を
提
出
し
、
か
つ
妻
又
は

後
見
監
督
人
及
び
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
（co

m
m
issa

ire
 
civ
il

 
p
res le trib

u
n
a
l

）
に
対
し
て
送
達
に
よ
る
書
面
で
謄
本
の
寄
託
を
証

明
す
る
。
契
約
日
、
契
約
当
事
者
の
氏
名
、
職
業
及
び
住
所
、
財
産
の

性
質
及
び
所
在
地
の
指
示
、
売
買
代
価
及
び
そ
の
他
の
負
担
を
記
載
し

た
契
約
書
の
抄
本
は
、
二
ヶ
月
間
、
裁
判
所
講
堂
（a

u
d
ito
ire

）
に
掲

示
さ
れ
る
。
こ
の
期
間
中
、
妻
、
夫
、
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
未
成

年
者
、
禁
治
産
者
、
親
族
又
は
友
人
及
び
政
府
委
員
は
、
抵
当
権
保
存

所
に
対
し
て
、
譲
渡
さ
れ
た
不
動
産
に
登
記
す
る
よ
う
申
請
し
、
か
つ

そ
れ
を
登
記
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
登
記
は
、
夫
婦
財
産
契
約

日
又
は
後
見
人
の
管
理
開
始
日
に
さ
れ
た
登
記
と
同
一
の
効
果
を
有
す

る
。
婚
姻
又
は
後
見
に
よ
り
不
動
産
が
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
対
し
て
第
三
者
の
た
め
に
抵
当
権

を
合
意
し
た
場
合
は
、
第
二
一
三
六
条
に
従
い
、
夫
及
び
後
見
人
に
対

し
て
訴
追
（p

o
u
rsu

ite

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
一
九
五
条

契
約
書
の
展
示
（ex

p
o
sitio

n

）
か
ら
二
ヶ
月
以

内
に
妻
、
未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
の
た
め
の
登
記
が
売
却
さ
れ
た
不
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動
産
に
対
し
て
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
妻
の
嫁
資
、
取
戻
し
及
び
夫

婦
財
産
制
約
定
又
は
後
見
人
の
管
理
の
た
め
の
負
担
の
な
い
不
動
産
と

し
て
、
そ
れ
は
取
得
者
に
移
転
す
る
。
た
だ
し
、
夫
及
び
後
見
人
に
対

し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

妻
、
未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
の
た
め
の
登
記
が
さ
れ
た
が
、
不
動

産
代
価
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
古
い
債
権
者

（crea
n
ciers a

n
terieu

rs
）
が
い
る
場
合
は
、
取
得
者
は
、
有
効
順
位

（o
rd
re u

tile

）
に
あ
る
債
権
者
に
対
し
て
し
た
代
価
の
全
部
又
は
一

部
の
弁
済
で
、
そ
の
責
任
を
免
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
妻
、
未

成
年
者
又
は
禁
治
産
者
の
登
記
は
そ
の
全
部
又
は
支
払
額
を
限
度
に
抹

消
さ
れ
る
。

妻
、
未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
の
た
め
の
登
記
が
最
も
古
い
場
合
は
、

取
得
者
は
弁
済
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
の
登
記
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
の
登
記
は
、
第
二
一
九
四
条
に
従
い
、
夫
婦
財
産
契
約
日
又
は

後
見
人
の
管
理
開
始
日
の
日
付
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
有

効
順
位
に
な
い
他
の
債
権
者
の
登
記
は
抹
消
さ
れ
る
。

⑵

民
訴
法

三

滌
除
に
お
い
て
は
、
増
価
競
売
は
、
そ
の
本
質
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
（⇒

三
九
）。
滌
除
の
局
面
に
お
け
る
増
価
競
売
は
、
厳
密

に
は
「
任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
」
と
い
わ
れ12

）、
一
八
〇
六
年

民
訴
法
第
二
部
第
一
編
第
四
章
（
八
三
二
｜
八
三
八
条
）
が
、
そ
の

詳
細
を
規
定
す
る
。
も
っ
と
も
、
一
八
〇
六
年
民
訴
法
の
当
該
規
定

は
、
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
、
一
八
五
五
年
法
及
び
一
八
五
八
年

改
正
民
訴
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
一
九
世
紀
末
の
時
点
に
お
け
る
当

該
部
分
の
規
定
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

第
八
三
二
条
（
一
八
四
一
年
改
正
）

民
法
第
二
一
八
三
条
及
び
第

二
一
八
五
条
に
規
定
す
る
通
告
及
び
申
立
て
（req

u
isitio

n
s

）
は
、

単
純
申
請
（sim

p
le req

u
ete

）
に
基
づ
き
、
こ
れ
が
さ
れ
る
郡
の
第

一
審
裁
判
所
長
が
選
任
し
た
執
行
吏
（h

u
issier co

m
m
is a

cet ef-

fet

）
が
、
こ
れ
を
す
る
。
こ
れ
ら
の
通
告
及
び
申
立
て
は
、
増
価
競
売

及
び
順
位
配
当
の
届
出
が
さ
れ
る
裁
判
所
の
代
訴
士
（a

v
o
u
e

）
の
選

任
を
含
む
。

競
売
申
立
書
（a

cte d
e req

u
isitio

n d
e m

ise a
u
x en

ch
eres

）

は
、
保
証
人
の
指
示
と
と
も
に
、
略
式
に
て
さ
れ
る
保
証
人
の
受
諾

（recep
tio
n

）
の
た
め
の
、
裁
判
所
へ
の
三
日
以
内
の
召
喚
（a

ssig
-

n
a
tio
n

）
を
含
む
。
こ
の
召
喚
は
、
選
任
代
訴
士
（a

v
o
u
e

co
n
-

stitu
e

）
の
住
所
に
通
告
さ
れ
る
。
同
時
に
、
保
証
人
の
引
受
書

（a
cte d

e so
u
m
issio

n

）
の
謄
本
及
び
保
証
人
の
支
払
能
力
を
確
認
す

る
証
書
の
書
記
課
寄
託
書
の
謄
本
が
、
交
付
さ
れ
る
。

保
証
人
を
欠
く
た
め
に
増
価
競
売
申
立
人
（su

ren
ch
erisseu

r

）
が
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民
法
第
二
〇
四
一
条
の
規
定
に
従
い
現
金
又
は
国
債
で
担
保
（n

a
n
-

tissm
en
n
t

）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
召
喚
と
と
も
に
、
担
保
の
提
供

（rea
lisa

tio
n

）
を
確
認
す
る
証
書
の
謄
本
が
通
告
さ
れ
る
。

保
証
人
が
拒
絶
さ
れ
た
と
き
は
、
他
の
債
権
者
に
よ
る
他
の
増
価
競

売
が
さ
れ
な
い
限
り
、
増
価
競
売
は
無
効
を
宣
言
さ
れ
、
取
得
者
が
所

有
権
を
維
持
す
る
。

第
八
三
三
条
（
一
八
四
一
年
改
正
）

増
価
競
売
が
第
八
三
二
条
の

召
喚
と
と
も
に
通
告
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
増
価
競
売
申
立
人
又
は

新
所
有
者
が
増
価
競
売
の
申
立
て
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
手
続
を
開
始
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
各
登
記
債
権
者
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
代
位
し
て
、

追
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
位
は
、
単
純
参
加
申
請
（sim
p
le req

u
ete en in

terv
en
tio
n

）

に
基
づ
き
請
求
さ
れ
、
代
訴
士
間
証
書
（a

cte d
’a
v
o
u
e
a
a
v
o
u
e

）

に
よ
り
送
達
さ
れ
る
。

追
行
期
間
中
に
お
い
て
、
追
行
者
の
共
謀
（co

llu
sio
n

）、
不
正

（fra
u
d
e

）
又
は
怠
慢
（n

eg
lig
en
ce

）
が
あ
る
と
き
も
、
登
記
債
権

者
は
代
位
権
を
有
す
る
。

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
代
位
は
増
価
競
売
申
立
人
の
危
険

（risq
u
es et p

erils

）
で
す
る
。
増
価
競
売
申
立
人
の
保
証
人
は
、
そ

の
義
務
を
免
れ
な
い
。

第
八
三
四
条
（
一
八
五
五
年
廃
止13

））

第
八
三
五
条
（
一
八
五
五
年
廃
止14

））

第
八
三
六
条
（
一
八
四
一
年
改
正
）

民
法
第
二
一
八
七
条
に
規
定

す
る
増
価
競
売
に
よ
る
再
売
買
（rev

en
te su

ren
ch
ere

）
を
す
る
た

め
に
は
、
追
行
者
は
、
掲
示
（p

la
ca
rd
s

）
を
印
刷
す
る
。
掲
示
の
記

載
事
項
は
以
下
で
あ
る
。

一

増
価
競
売
の
基
礎
と
な
る
譲
渡
証
書
の
日
付
及
び
性
質
、
譲
渡

証
書
を
受
理
し
た
公
証
人
（n

o
ta
ire

）
名
又
は
譲
渡
証
書
を
作
成
し

た
公
証
人
以
外
の
機
関
名
。

二

売
買
の
と
き
は
売
買
証
書
で
表
明
さ
れ
た
代
価
、
又
は
交
換
若

し
く
は
贈
与
の
と
き
は
登
記
債
権
者
へ
の
通
告
に
お
い
て
不
動
産
に
付

さ
れ
た
評
価
。

三

増
価
競
売
の
額
。

四

前
所
有
者
、
取
得
者
又
は
受
贈
者
、
増
価
競
売
申
立
人
、
第
八

三
三
条
の
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
に
代
位
し
た
債
権
者
の
氏
名
、

職
業
、
住
所
。

五

譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
性
質
及
び
所
在
地
の
概
要
的
指
示
。

六

追
行
者
の
選
任
代
訴
士
の
氏
名
及
び
住
居
。
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七

増
価
競
売
が
さ
れ
る
裁
判
所
の
指
示
並
び
に
競
売
の
日
、
場
所

及
び
時
間
。

前
項
の
掲
示
は
、
競
売
前
の
一
五
日
以
上
三
〇
日
以
下
の
期
間
中
、

最
長
三
〇
日
間
、
旧
所
有
者
の
住
所
の
門
（p

o
rte

）
及
び
第
六
九
九

条
に
示
さ
れ
た
場
所
に
貼
付
さ
れ
る
。

前
項
の
期
間
内
に
お
い
て
、
第
一
項
の
表
明
（en

o
n
cia
tio
n
s

）
は
、

第
六
九
六
条
に
示
さ
れ
た
新
聞
に
掲
載
（in

sertio
n

）
さ
れ
る
。
す
べ

て
の
こ
と
が
、
第
六
九
八
条
及
び
第
六
九
九
条
の
規
定
に
従
い
、
確
認

さ
れ
る
。

第
八
三
七
条
（
一
八
四
一
年
改
正
）

競
売
前
の
一
五
日
以
上
三
〇

日
以
下
の
期
間
内
に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
場
所
及
び
日
時
に
さ

れ
る
競
売
に
立
ち
会
う
旨
の
催
告
は
旧
所
有
者
及
び
新
所
有
者
に
対
し

て
こ
れ
を
す
る
。
追
行
が
新
所
有
者
又
は
他
の
代
位
し
た
債
権
者
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
催
告
は
増
価
競
売
申
立
人
に
対
し
て
こ
れ
を

す
る
。

前
項
の
期
間
内
に
、
譲
渡
証
書
は
書
記
課
に
提
出
（d

ep
o
se

）
さ
れ
、

競
り
の
原
本
（m

in
u
te d

’en
ch
ere

）
に
代
わ
る
。

証
書
に
記
載
さ
れ
た
代
価
又
は
宣
言
さ
れ
た
価
値
及
び
増
価
競
売
の

額
は
、
競
り
に
代
わ
る
。

第
八
三
八
条
（
一
八
五
八
年
改
正
）

増
価
競
売
申
立
人
は
、
競
売

の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
日
に
他
の
競
り
手
（en

ch
erisseu

r

）
が
現
れ

な
か
っ
た
と
き
は
、
競
落
人
と
宣
言
さ
れ
る
。
代
位
追
行
（su

b
ro
g
a
-

tio
n a

la p
o
u
rsu

ite

）
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
七
〇
一
条
、
第
七
〇
二
条
、
第
七
〇
五
条
、
第
七
〇
六
条
、
第
七

〇
七
条
、
第
七
一
一
条
、
第
七
一
二
条
、
第
七
一
三
条
、
第
七
一
七

条
、
第
七
三
一
条
、
第
七
三
二
条
及
び
第
七
三
三
条
の
規
定
は
、
増
価

競
売
の
場
合
に
適
用
す
る
。
第
七
三
四
条
以
下
の
空
競
り
に
関
す
る
規

定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
七
〇
五
条
、
第
七
〇
六
条
、
第
八
三
二
条
、
第
八
三
六
条
及
び
第

八
三
七
条
に
規
定
す
る
手
続
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
無

効
と
す
る
。

増

価

競

売

の

宣

言

及

び

召

喚

に

関

す

る

無

効

の

申

出

（p
ro
p
o
sees

）
は
保
証
人
の
受
諾
に
つ
い
て
の
判
決
の
前
に
、
売
却

（la m
ise en v

en
te

）
手
続
に
関
す
る
無
効
の
申
出
は
競
売
の
三
日
前

ま
で
に
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
、

失
権
す
る
。
増
価
競
売
の
宣
言
及
び
召
喚
に
関
す
る
無
効
の
判
決

（sta
tu
e

）
は
、
保
証
人
の
受
諾
の
判
決
に
よ
り
下
さ
れ
る
。
売
却
手

続
に
関
す
る
無
効
の
判
決
は
、
競
売
前
に
、
可
能
な
限
り
競
売
判
決
に

よ
り
下
さ
れ
る
。

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
に
つ
い
て
の
欠
席
判
決
（ju

g
e-

（82-１- ）43 43

一九世紀フランス法における抵当権の「滌除」の概要㈠（香山）



m
en
t o
u a

rret p
a
r d
efa

u
t

）
に
つ
い
て
は
、
故
障
申
立
て
（o

p
p
o
-

sitio
n

）
は
認
め
ら
れ
な
い
。

保
証
人
の
受
諾
以
前
の
無
効
に
つ
き
下
さ
れ
た
判
決
又
は
保
証
人
受

諾
に
つ
き
下
さ
れ
た
判
決
、
及
び
共
謀
又
は
不
正
の
た
め
に
提
起
さ
れ

た
代
位
請
求
に
つ
き
下
さ
れ
た
判
決
に
限
り
、
控
訴
に
よ
り
、
攻
撃
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
は
、
他
の
増
価
競
売
に
よ
り
取
り
消

さ
れ
な
い
。

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
の
効
果
は
、
売
主
及
び
競
落
人
に
関

し
て
は
、
第
七
一
七
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
。
た
だ
し
、
増
価
競
売

判
決
後
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、

法
定
抵
当
権
の
滌
除
は
任
意
譲
渡
の
場
合
と
同
様
に
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
者
の
権
利
は
、
第
七
七
二
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
る
。

⑶

一
八
五
二
年
法

四

滌
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
滌
除
権
者
」
と
い

う
。）
は
第
三
取
得
者
に
限
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
（⇒

六
｜
八
）

が
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
の
設
立
に
関
す
る
一
八
五
二
条
二
月

二
八
日
デ
ク
レ
（
以
下
「
一
八
五
二
年
法
」
と
い
う
。）
は
、
例
外

的
に
、
金
銭
貸
主
で
あ
る
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
滌
除
権
を
認

め
る
（⇒

八
三
｜
九
〇
）。
な
お
、
一
八
五
二
年
法
の
滌
除
に
関
す

る
規
定
（
一
九
｜
二
五
条
）
は
、
一
八
五
三
年
六
月
一
〇
日
法
（
以

下
「
一
八
五
三
年
法
」
と
い
う
。）

一
条
）
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
。

以
下
、
一
八
五
三
年
法
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
後
の
一
八
五
二
年
法

（
以
下
「
改
正
一
八
五
二
年
法
」
と
い
う
。）
の
関
連
規
定
を
見
る
。

第
六
条

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
（S

o
cietes

 
d
e
 
cred

it fo
n
-

cier

）
は
、
第
一
順
位
の
抵
当
権
に
基
づ
く
貸
付
け
に
限
り
、
こ
れ
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
か
ら
の
貸
付
金
（p

rets

）
を
も
っ
て
す
べ

て
の
先
順
位
債
権
者
に
対
し
て
元
本
及
び
利
息
を
返
済
（rem

b
o
u
-

resem
en
t

）
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
貸
付
け
は
第
一
順
位
の
抵

当
権
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
こ
の
返
済

を
す
る
た
め
に
必
要
な
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
﹇
借
主
に
﹈
交
付
し

な
い
。

第
八
条

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
本
デ
ク
レ
第
四
節
〔
一
九

条
｜
二
五
条
〕
の
規
定
す
る
、
以
下
の
も
の
を
滌
除
す
る
た
め
の
手
続

を
終
了
し
た
後
に
限
り
、
貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
定
抵
当
権
。
た
だ
し
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
代
位
の
場
合
に
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つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

解
除
又
は
取
消
訴
権
（a

ctio
n
s reso

lu
to
ires o

u resciso
ir-

es
）
及
び
未
登
記
先
取
特
権
。

滌
除
期
間
中
に
登
記
が
さ
れ
た
と
き
は
、
条
件
付
貸
付
行
為
（a

cte
15
）

co
n
d
itio

n
n
el

）
は
無
効
と
す
る
。

第
九
条

法
定
抵
当
権
が
登
記
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
家
族
会
の
協

議
に
従
い
嫁
資
制
（reg

im
e d

o
ta
l

）
で
婚
姻
し
た
の
で
な
い
妻
又
は

未
成
年
者
若
し
く
は
禁
治
産
者
の
後
見
監
督
人
に
よ
り
解
除
（m

a
in
-

lev
ee

）
さ
れ
た
後
に
限
り
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
貸
付
け
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
九
条

知
ら
れ
た
法
定
抵
当
権
（h

y
p
o
th
eq
u
es
 
leg
a
les

 
co
n
n
u
es

）
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
の
た
め

の
抵
当
権
設
定
証
書
の
抄
本
は
、
以
下
の
者
に
対
し
て
送
達
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

妻
及
び
夫
。

未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
の
後
見
人
及
び
後
見
監
督
人
。

被
解
放
子
（m

in
eu
r em

a
n
cip
e

）
及
び
こ
の
者
の
保
佐
人
。

す
べ
て
の
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
。

第
二
〇
条

抵
当
権
設
定
証
書
の
抄
本
に
は
、
契
約
日
、
借
主
の
氏

名
、
借
主
の
職
業
、
借
主
の
住
所
、
不
動
産
所
在
地
の
指
示
及
び
貸
付

額
の
記
入
（m

en
tio
n

）
を
記
載
す
る
。
こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
無

効
と
す
る
。

前
項
の
抄
本
に
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
法
定
抵
当

権
の
順
位
を
保
持
す
る
た
め
に
は
妻
は
送
達
か
ら
里
程
猶
予
（d

ela
is

 
d
e d

ista
n
ce

）
を
加
え
一
五
日
以
内
に
法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
の
警
告
（a

v
ertissem

en
t

）
を
併
せ
て
記
載
す
る
。

第
二
一
条

借
主
が
夫
で
あ
る
と
き
は
、
送
達
は
妻
本
人
に
交
付
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
婚
姻
が
い
ず
れ
の
夫
婦
財
産
制
の
も
と
で
締
結
さ
れ
た
か

を
問
わ
ず
妻
が
貸
付
契
約
に
居
合
わ
せ
た
と
き
、
及
び
ク
レ
デ
ィ
・

フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
の
順
位
を
保
持
す
る
た
め
に
は
里

程
猶
予
を
加
え
一
五
日
以
内
に
法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
の
警
告
を
妻
が
公
証
人
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
送
達
は
、
妻
の

住
所
に
対
し
て
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
警
告
は
、
貸
付
証
書
に
こ
れ
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
、
妻
に
対
す
る
滌
除
は
無
効
と
す
る
。

第
二
二
条

妻
が
貸
付
契
約
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
又
は
公
証
人
か
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ら
警
告
を
受
け
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
妻
の
住
所
に
対
す
る
送
達

の
み
が
さ
れ
た
と
き
は
、
知
ら
れ
て
い
な
い
法
定
抵
当
権
（h

y
p
o
th
e-

q
u
es leg

a
les in

co
n
n
u
es

）
の
滌
除
の
た
め
に
必
要
な
手
続
が
、
併

せ
て
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
四
条

知
ら
れ
て
い
な
い
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、

抵
当
権
設
定
証
書
の
抄
本
が
、
借
主
の
住
所
の
郡
の
裁
判
所
付
帝
国
検

事
正
（p

ro
cu
reu

r im
p
eria

l
）
及
び
不
動
産
所
在
郡
の
裁
判
所
付
帝

国
検
事
正
に
通
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
抄
本
は
、
送
達
の
記
入
と
と
も
に
、
司
法
公
告
（a

n
n
o
n
ces

 
ju
d
icia

ires

）
の
公
示
の
た
め
に
指
名
さ
れ
た
、
不
動
産
所
在
郡
の
新

聞
一
紙
に
掲
載
さ
れ
る
。

登
記
は
前
項
の
掲
載
か
ら
四
〇
日
以
内
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
五
条

第
二
〇
条
、
第
二
一
条
、
第
二
三
条
及
び
第
二
四
条
に

規
定
す
る
期
間
内
に
登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
滌
除
が
生
じ
る
。

滌
除
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
、
法
定
抵
当
権
に
対

す
る
優
先
権
（p

rio
rite

）
を
与
え
る
。

第
三
者
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
第
二
一
九
三
条
、
第
二
一
九
四
条
及

び
第
二
一
九
五
条
の
手
続
に
従
わ
な
い
限
り
、
滌
除
の
利
益
を
享
受
し

な
い
。

⑷

一
八
五
五
年
法

五

一
八
〇
四
年
法
は
、
一
八
五
五
年
法
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
。

一
八
五
五
年
法
中
、
本
稿
に
関
連
す
る
規
定
は
、
以
下
で
あ
る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
一
二
・
「
登
記
」
三
）。

第
三
条

謄
記
が
さ
れ
る
ま
で
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
証
書
及
び

判
決
か
ら
生
じ
る
権
利
は
、
不
動
産
に
権
利
を
取
得
し
、
か
つ
法
律
の

規
定
に
従
い
そ
れ
を
保
存
し
た
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

謄
記
さ
れ
て
い
な
い
賃
借
権
は
、
一
八
年
を
超
え
る
期
間
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
を
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
六
条

謄
記
が
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
先
取
特
権
者
又
は
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
法
典
第
二
一
二
三
条
、
第
二
一
二
七
条
及
び
第
二
一
二
八
条
の
抵

当
権
者
は
、
前
所
有
者
に
対
し
て
有
効
に
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
売
主
又
は
共
同
分
割
人
（co

p
a
r-

ta
g
ea
n
t

）
は
、
売
買
行
為
又
は
分
割
行
為
日
か
ら
四
五
日
以
内
で
あ

れ
ば
、
こ
の
期
間
内
に
証
書
の
謄
記
が
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
法
典
第
二
一
〇
八
条
及
び
第
二
一
〇
九
条
の
先
取
特
権
の
登
記
を
有

効
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

民
事
訴
訟
法
第
八
三
四
条
及
び
第
八
三
五
条
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
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第
八
条

寡
婦
（v

eu
v
e

）、
成
年
に
達
し
た
未
成
年
者
、
禁
治
産
を

解
除
さ
れ
た
禁
治
産
者
及
び
こ
れ
ら
の
相
続
人
又
は
承
継
人
が
婚
姻
解

消
又
は
後
見
終
了
後
一
年
以
内
に
登
記
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の

者
の
抵
当
権
は
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
後
に
登
記
が
さ
れ

た
日
か
ら
に
限
り
日
付
を
取
得
す
る
。

12
）

一
註

５
）参
照
。

13
）

一
八
五
五
年
法
六
条
三
項
参
照
。

14
）

一
八
五
五
年
法
六
条
三
項
参
照
。

15
）

B
o
u
rg
a
d
e,
p
.
134,

n
o
te 4.

二

滌
除
権
者
・
滌
除
費
用

１

滌
除
権
者16

）

六

滌
除
権
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
要
件
が
満
た
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

①
｜
②17

））。

①

抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
で
あ
る
こ
と
。
実
際
、
一
八
〇

四
年
法
は
、

第
三
取
得
者
」

二
一
六
七
条
・
二
一
八
二
条
）
、

新

所
有
者
」

二
一
八
三
条
・
二
一
八
五
条
・
二
一
八
六
条
・
二
一
八
七

条
・
二
一
九
二
条
）
、
又
は
「
取
得
者
」

二
一
八
二
条
・
二
一
八
四

条
・
二
一
八
八
条
・
二
一
八
九
条
・
二
一
九
一
条
・
二
一
九
三
条
・

二
一
九
四
条
・
二
一
九
五
条
）
が
、
滌
除
権
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
。

②

被
担
保
債
権
の
弁
済
義
務
を
負
わ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

七

具
体
的
に
は
、
以
下
の
者
が
滌
除
権
者
で
あ・
る・
（⇒

①

｜
⑦
）。

①

買
主
。

②

交
換
者
（

18
）

ech
a
n
g
iste

）。

③

受
贈
者
」

二
一
八
四
条
・
二
一
八
八
条
・
二
一
八
九
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
滌
除
権
者
は
有
償
取
得
者
に
限
ら
れ
な
い19

）。
し
た

が
っ
て
、
特
定
名
義
受
遺
者
（leg

a
ta
res p

a
rticu

liers

）
も
滌
除

権
を
有
す
る20

）。

④

抵
当
不
動
産
の
一
部
を
分
割
の
上
で
取
得
し
た
第
三
取
得
者
。

こ
の
場
合
の
第
三
取
得
者
は
、
そ
の
取
得
部
分
に
つ
き
、
抵
当
権
を

滌
除
す
る
こ
と
が
で
き
る21

）。

⑤

虚
有
権
（n

u
e p

ro
p
riete

）
及
び
用
益
権
（u

su
fru
it

）
の

取
得
者22

）。
永
小
作
権
（em

p
h
y
teo

se

）
及
び
地
上
権
（su

p
er-

ficie

）
の
取
得
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る23

）。
こ
の
よ
う
に
、
不

動
産
物
権
の
取
得
者
も
滌
除
権
を
有
す
る
。
二
一
八
一
条
は
、
滌
除

（82-１- ）47 47

一九世紀フランス法における抵当権の「滌除」の概要㈠（香山）



の
た
め
の
要
件
と
し
て
移
転
契
約
書
の
謄
記
を
要
求
す
る
（⇒

一

四
）
が
、
謄
記
さ
れ
る
べ
き
移
転
契
約
書
と
し
て
、

不
動
産
所
有

権
又
は
不・
動・
産・
物・
権・
の
移
転
契
約
書
」
を
挙
げ
る
か
ら
で
あ24

）る25
）。

⑥

買
戻
権
付
売
買
（v

en
te a

rem
ere

）

一
六
五
九
｜
一
六

七
三
条
参
照
）
の
買
主
の
よ
う
な
、
解
除
条
件
（co

n
d
itio

n
 

reso
lu
to
ire

）
付
第
三
取
得
者26

）。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
第
三

取
得
者
で
あ
っ
て
も
、

現
実
に
（a

ctu
ellem

en
t

）
所
有
権
を
取

得
し
て
い
る27

）」
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
第
三
取
得
者
に
よ
る
滌
除
手
続
終
了
後
に
解
除
条
件
が

成
就
し
た
場
合
（
又
は
売
主
が
買
戻
権
を
行
使
し
た
場
合
）
に
お
け

る
、
抵
当
権
の
処
遇
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
除
条
件
成

就
に
よ
り
不
動
産
の
所
有
権
が
譲
渡
人
に
復
帰
し
た
と
き
、
滌
除
の

効
果
は
遡
及
的
に
消
滅
し
（
一
一
八
三
条
参
照
）、
譲
受
人
に
よ
り

滌
除
さ
れ
た
は
ず
の
抵
当
権
は
譲
渡
人
の
も
と
で
復
活
す
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
判
例
は
、
抵
当

不
動
産
の
解
除
条
件
付
第
三
取
得
者
が
譲
渡
人
の
債
権
者
の
有
す
る

抵
当
権
を
滌
除
し
た
と
き
は
、
解
除
条
件
が
成
就
し
、
か
つ
所
有
権

が
譲
渡
人
に
復
帰
し
た
と
し
て
も
、
滌
除
さ
れ
た
抵
当
権
が
復
活
す

る
こ
と
は
な
い
と
解
す
る28

）。

⑦

抵
当
権
付
債
権
の
譲
渡
人29

）。
す
な
わ
ち
、
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て

債
権
を
有
し
、
そ
の
担
保
と
し
て
Ｂ
の
不
動
産
に
抵
当
権
の
設
定
を

受
け
た
が
、
Ａ
が
抵
当
権
付
債
権
を
Ｃ
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
後
に
Ｂ
か
ら
抵
当
不
動
産
を
取
得
し
た
Ａ
は
抵
当
権
を
滌
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
譲
渡
人
は
、
債
権
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、

債
権
の
従
た
る
物
（
す
な
わ
ち
抵
当
権
）
の
存
在
に
つ
い
て
も
保
証

責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
、
債
権
譲
渡
人

の
滌
除
権
は
否
定
さ
れ
な
い
。

八

以
下
の
者
は
、
滌
除
権
者
で
は
な・
い・
（⇒

①
｜
⑧
）。

①

弁
済
義
務
者30

）。
弁
済
義
務
者
は
、
弁
済
期
に
債
権
の
全
額
を

支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
弁
済
義
務
を
負
う
第
三
取
得
者
に

滌
除
権
を
認
め
る
と
、
こ
の
者
に
弁
済
期
前
に
被
担
保
債
権
を
下
回

る
額
の
弁
済
を
も
っ
て
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
弁
済
義
務
者
は
滌
除
権
を
有
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

債
務
者
、
連
帯
責
任
を
負
っ
た
共
同
債
務
者
（co

d
eb
iteu

rs
 

so
lid
a
ires

）
又
は
保
証
人
は
、
滌
除
権
者
で
は
な
い31

）。
連
帯
責
任

を
負
わ
な
い
共
同
債
務
者
（co

d
eb
iteu

rs co
n
jo
in
ts

）
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る32

）。

②

使
用
権
（d

ro
it
 
d
’u
sa
g
e

）、
居
住
権
（d

ro
it
 
d
’h
a
b
ita
-

tio
n

）
又
は
地
役
（serv

itu
d
e

）
の
取
得
者33

）。
滌
除
手
続
に
お
い

て
は
増
価
競
売
が
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
譲
渡
性
の
あ
る
権
利

の
取
得
者
の
み
が
滌
除
権
を
有
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
譲
渡
性

が
認
め
ら
れ
な
い
（
六
一
三
条
・
六
三
四
条
・
二
二
〇
四
条
参
照
）
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か
ら
で
あ
る
。

③

条
件
の
成
否
が
未
定
で
あ
る
間
に
お
け
る
停
止
条
件
（co

n
-

d
itio

n su
sp
en
siv
e

）
付
第
三
取
得
者34

）。
停
止
条
件
成
就
後
で
あ
れ

ば
、
滌
除
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

④

物
上
保
証
人
（ca

u
tio
n

35
）

reelle

）。

物
上
保
証
人
は
抵
当

権
の
被
担
保
債
権
を
弁
済
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
少

な
く
と
も
抵
当
権
者
に
対
し
て
抵
当
権
の
効
果
を
遵
守
す
べ
き
契
約

上
の
義
務
を
負
う36

）」
か
ら
で
あ
る37

）。

⑤

一
般
債
権
者38

）。
し
た
が
っ
て
、
金
銭
を
貸
し
付
け
る
に
さ
い

し
て
、
貸
主
は
、
借
主
が
所
有
す
る
不
動
産
を
目
的
と
す
る
抵
当
権

を
滌
除
し
た
上
で
、
そ
れ
に
一
番
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
例
外
的
に
滌
除

権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
（⇒

八
三
｜
九
〇
）。

⑥

債
務
者
の
相
続
人
、
包
括
受
遺
者
（leg

a
ta
ires

 
u
n
iv
er-

sels

）
又
は
包
括
名
義
受
遺
者
（leg

a
ta
ires a

titre u
n
iv
ersel

）

は
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
に
つ
き
、
そ
れ
を
目
的
と
す
る

抵
当
権
を
滌
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い39

）。
こ
れ
ら
の
者
は
前
主
の
義

務
を
す
べ
て
負
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
限
定
承
認
相
続
人
（h

eritier b
en
eficia

ire

）

に
つ
い
て
も
妥
当
す
る40

）。
し
か
し
、
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
相
続
不

動
産
に
つ
き
換
価
処
分
（licita

tio
n

）
の
た
め
の
競
売
が
さ
れ
、

そ
の
競
売
に
お
い
て
限
定
承
認
相
続
人
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い41

）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
の
限
定
承

認
相
続
人
は
滌
除
権
を
有
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
オ
ブ
リ
ー
‖

ロ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

限
定
承
認

相
続
人
は
…
真
の
第
三
取
得
者
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
か

れ

は
、
相

続

名

義

と

は

完

全

に

異

な

る

新

名

義
（titre

 
n
o
u
v
ea
u

）
で
、
み
ず
か
ら
が
競
落
人
と
な
っ
た
不
動
産
を
所
有
す

る
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
、
限
定
承
認
の
効
果
に
よ

り
、
み
ず
か
ら
の
固
有
資
産
で
前
主
の
行
為
を
保
証
す
る
義
務
を
負

わ
な
い
か
ら
で
あ
る42

）」。

⑦

抵
当
不
動
産
の
不
分
割
部
分
（p

a
rt in

d
iv
ise

）
の
第
三
取

得
者
。
追
求
権
を
有
す
る
抵
当
権
者
は
増
価
競
売
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
（⇒

四
一
①
）
が
、
不
分
割
部
分
に
つ
い
て
は
分
割
又

は
換
価
処
分
以
前
の
競
売
が
禁
止
さ
れ
る
（
二
二
〇
五
条
）
の
で
、

事
実
上
、
分
割
又
は
換
価
処
分
前
に
滌
除
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
滌
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
不
分
割
部
分
の

第
三
取
得
者
が
分
割
又
は
換
価
処
分
に
よ
り
終
局
的
所
有
者
（p

ro
-

p
rieta

ire d
efin

itifv
e

）
と
な
っ
た
後
に
限
ら
れ
る43

）。
こ
の
こ
と
は
、

相
続
権
の
譲
渡
（cessio

n d
e d

ro
it su

ccessif

）
の
場
合
に
お
け

る
相
続
権
の
譲
受
人
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る44

）。

⑧

滌
除
権
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
明
示
又
は
黙
示

（82-１- ）49 49
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の
放
棄
が
あ
る
と
き
は
、
滌
除
は
認
め
ら
れ
な
い45

）。
第
三
取
得
者
が

滌
除
権
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
第
三
取
得
者
の

特
定
承
継
人
（
転
得
者
）
は
滌
除
権
を
失
わ
な
い46

）。

16
）

滌
除
権
者
の
詳
細
に
つ
い
て
は
新
関
七
〇
七
｜
七
二
七
頁
参
照
。

17
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te et n

o
te 17;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2329,
p
p
.
553

554.

18
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te.

19
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2331,

p
.

554.

20
）

C
iv
.
6 fev

.
1889,

D
.
1889.

1.
299,

S
.
1889.

1.
385;

R
eq
.

28 d
ec.

1897,
D
.
1898.

1.
225,

S
.
1898.

1.
145.-

A
u
b
ry et R

a
u
,

t.
III,

293
 
bis
,
p
.
503,

tex
te
 
et
 
n
o
te
 
18;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2331,

p
p
.

554
556.

21
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te et n

o
te 19;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2332,
p
p
.
557

558.

22
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te et n

o
te 20;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2334,
p
.
559.

23
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2334,

p
.
559.

24
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2332,

p
.
556.

25
）

不
動
産
物
権
取
得
者
に
よ
る
滌
除
の
効
果
は
次
の
よ
う
に
な
る

（B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.III,n

°

2334,
p
p
.
559

560.

）。
抵
当
不
動
産
に
用
益
権
が
設
定
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
用
益
権
者
と
所
有
者
に
留
保
さ
れ
た
所
有
権
（
虚
有

権
）
の
取
得
者
の
双
方
が
滌
除
手
続
を
し
た
と
き
は
、
抵
当
権
は
完

全
に
滌
除
さ
れ
る
。
用
益
権
者
だ
け
が
滌
除
を
し
た
と
き
は
、
抵
当

権
は
虚
有
権
だ
け
を
目
的
と
す
る
が
、
用
益
権
が
消
滅
し
、
所
有
者

が
完
全
な
所
有
権
を
取
り
戻
し
た
と
き
は
、
抵
当
権
は
完
全
な
所
有

権
を
目
的
と
す
る
。
虚
有
権
の
譲
受
人
が
滌
除
を
し
た
と
き
は
、
抵

当
権
は
用
益
権
の
み
を
目
的
と
し
、
用
益
権
の
消
滅
と
と
も
に
抵
当

権
も
消
滅
す
る
。

26
）

R
eq
.
14 a

v
ril 1847,

D
.
1847.

1.
217,

S
.
1847.

1.
341;

R
eq
.

23 a
o
u
t 1871,

D
.
1873.

1.
321,

S
.
1871.

1.
118.-

A
u
b
ry et

 
R
a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te et n

o
te 21;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2339,

p
.

562.

27
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2339,

p
.
562.

28
）

R
eq
.
14 a

v
ril 1847,

D
.
1847.

1.
217,

S
.
1847.

1.
341;

R
eq
.

23 a
o
u
t 1871,

D
.
1873.

1.
321,

S
.
1871.

1.
118.

こ
の
問
題
に
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つ
き
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
脚
註
に
お
い
て
、
判
例
（R

eq
.
14

 
a
v
ril 1847,

D
.
1847.

1.
217,

S
.
1847.

1.
341.

）
を
引
用
す
る
に

と
ど
め
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te et

 
n
o
te 21.

）
の
で
、
基
本
的
に
、
判
例
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・

ロ
ワ
ヌ
は
、
解
除
「
条
件
成
就
の
遡
及
効
の
一
般
原
則
を
純
粋
か
つ

単
純
に
適
用
」

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

-

equ
es
,
t.
III,

n
°2346,

p
.
570.

）
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、

売
主
が
買
戻
権
を
行
使
し
た
と
き
は
、
買
主
の
所
有
権
は
遡

及
的
に
消
滅
す
る
。
終
始
一
貫
、
売
主
が
所
有
者
で
あ
っ
た
と
み
な

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
買
主
が
所
有
者
と
し
て
し
た

行
為
は
、
す
べ
て
…
、
買
主
の
所
有
権
と
と
も
に
消
滅
す
る
。
…
そ

の
結
果
、
滌
除
は
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
譲
渡
以
前

に
売
主
の
債
権
者
が
有
し
た
抵
当
権
は
、
…
消
滅
し
な
か
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
」

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e

 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2346,

p
p
.
570

571.
）。

29
）

C
iv
.
14 n

o
v
.
1894,

D
.
1896.

1.
513,

S
.
1896.

1.
137.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2351
I,
p
.
575.

30
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
503,

tex
te et n

o
te 17;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2349.
p
.
572.

31
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

293
 
bis
,
p
.
503,

n
o
te
 
17;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2349,
p
.
573.

32
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

293
 
bis
,
p
.
503,

n
o
te
 
17;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2350,
p
p
.
573

574.

33
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

293
 
bis
,
p
.
503,

n
o
te
 
20;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2335,
p
p
.
560

561.

34
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
503

504,
tex

te et
 

n
o
te 22;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2338,

p
p
.
561

567.

35
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
504,

tex
te et n

o
te 24;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2347,
p
.
571.

36
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
504,

n
o
te 24.

37
）

物
上
保
証
人
は
第
三
取
得
者
と
同
様
に
委
付
（d

ela
isse-

m
en
t

）
す
る
権
利
（
二
一
六
八
条
・
二
一
七
二
｜
二
一
七
四
条
）
を

有
す
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2188,

p
.
409.

）
が
、
委
付
権
者
の
す
べ
て
が
当
然
に
滌
除

権
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

38
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2348,

p
.
572.

39
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
504,

tex
te et n

o
te 25;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2353,
p
.
577.
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40
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
504

505,
tex

te et
 

n
o
te 26;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2354,

p
p
.
578

579.
41
）

C
iv
.
12
 
n
o
v
.
1823,

J
.
G
.,
v
°E
n
registrem

en
t,
n
°6038;

C
iv
.
21 ja

n
v
.
1839,

J
.G
.,v
°E
n
registrem

en
t,n

°5968,S
.1839.

1.
136;

C
iv
.
12 a

o
u
t 1839,

J
.
G
.,
v
°E
n
registrem

en
t,
n
°2747

 
et n

°6024
1°,
S
.
1839 1.

781 et 782;
C
iv
.
15 a

v
ril 1840,

J
.
G
.,

v
°E
n
registrem

en
t,
n
°2747,

S
.
1840.

1.
452;

C
iv
.
16 fev

.
1842,

J
.
G
.,
v
°E
n
registrem

en
t,
n
°6024

1°,
S
.
1842.

1.
240;

C
iv
.
10

 
a
v
ril 1848,

D
.
1848.

1.
90,

S
.
1848.

1.
402;

C
iv
.
26 fev

.
1862,

D
.
1862.

1.
182,

S
.
1862.

1.
609;

C
iv
.
28 ju

ill.
1862,

D
.
1862.

1.
371,

S
.
1862.

1.
988;

C
iv
.
22 ju

in 1870,
D
.
1870.

1.
413,

S
.

1870.
1.
323;

C
iv
.
12 et 27 n

o
v
.
1872,

D
.
1873.1.197,S

.1873.

1.
86;

C
iv
.
3 fev

.
1874,

D
.
1874.

1.
361;

C
h
.
reu

n
.,
12 ja

n
v
.

1876,
D
.
1876.

1.
52,

S
.
1876.

1.
81;

R
eq
.
5 m

a
rs 1894,

D
.

1894.
1.
491,

S
.
1895.

1.
149.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,

p
.
505,

tex
te
 
et n

o
te
 
27;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2355,

p
p
.
580

582.

な
お
、
滌

除
に
あ
た
っ
て
は
「
移
転
契
約
書
」
の
謄
記
が
必
要
で
あ
る
（
二
一

八
一
条
一
項
）

⇒

一
四
）
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
場
合
に
お

い
て
は
、
限
定
承
認
相
続
人
は
競
売
判
決
を
謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2396,

p
.
627.

）。

42
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
505,

n
o
te 27.

43
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
506,

tex
te et n

o
te

 
30;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2333,

p
p
.
558

559.

な
お
、
滌
除
に
あ
た
っ
て
は
「
移
転
契
約

書
」

二
一
八
一
条
一
項
）
の
謄
記
が
必
要
で
あ
る
（⇒

一
四
）
が
、

本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
不
分
割
部
分
の
譲
渡
証

書
又
は
取
得
証
書
だ
け
で
な
く
、
分
割
証
書
又
は
換
価
処
分
証
書
の

謄
記
が
必
要
で
あ
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2397,

p
.
628.

）。

44
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
505,

tex
te et n

o
tes

 
28 a

29;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2333,

p
.
559.

45
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
506,

tex
te et n

o
te 31;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,n

2358
2360,

p
p
.
584

586.

46
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
506

507,
tex

te et
 

n
o
te 34;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2361,

p
.
586.
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２

滌
除
費
用

⑴

既
登
記
抵
当
権

九

取
得
者
は
、
登
記
抄
本
費
用
及
び
登
記
債
権
者
へ
の
通
達

費
用
（le co

u
t d
e l’ex

tra
it d

es in
scrip

tio
n
s et d

es d
en
o
n
-

cia
tio
n
s a

u
x
 
crea

n
ciers in

scrits

）
に
つ
き
、
優
先
的
に
記
入

さ
れ
る
」

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
七
四
条
）

一
八
〇
六
年
民

訴
法
七
七
七
条
同
旨
）。

登
記
抄
本
費
用
及
び
登
記
債
権
者
へ
の
通

達
費
用
」
は
滌
除
費
用
で
あ
り
、
第
三
取
得
者
は
、
こ
の
規
定
に
よ

り
滌
除
費
用
に
つ
き
先
取
特
権
を
有
す
る47

）。
し
た
が
っ
て
、
既
登
記

抵
当
権
の
滌
除
費
用
に
つ
い
て
は
、
反
対
の
特
約
の
な
い
限
り
売
主

が
負
担
す
る48

）。

⑵

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権

一
〇

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
七
四
条
（⇒

九
）
は
「
登・
記・

債・
権・
者・
へ
の
通
達
費
用
」
と
規
定
す
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
、
登
記

免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
費
用
負
担
者
に
関
す
る
も
の
で

は
な
い
。
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
費
用
負
担
者
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
（⇒

①
｜
③49

））。

①

売
主
（
夫
）
の
法
定
抵
当
権
者
（
妻
）
が
有
す
る
法
定
抵
当

権
を
第
三
取
得
者
が
滌
除
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
が

未
登
記
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
売
主
（
夫
）
に
落
ち
度
（fa

u
te

）
が

あ
る50

）の
で
、
売
主
（
夫
）
が
滌
除
費
用
を
負
担
す
る
。

②

売
主
（
夫
）
以
前
の
所
有
者
を
債
務
者
と
す
る
法
定
抵
当
権

者
の
法
定
抵
当
権
を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
に
、
第
三
取
得
者
が
滌
除

手
続
を
し
た
が
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
つ

い
て
は
、
第
三
取
得
者
が
滌
除
費
用
を
負
担
す
る
。
実
際
、
第
三
取

得
者
は
不
必
要
な
滌
除
手
続
を
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
費
用

を
売
主
（
夫
）
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

③

売
主
（
夫
）
以
前
の
所
有
者
を
債
務
者
と
す
る
法
定
抵
当
権

者
の
法
定
抵
当
権
を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
に
、
第
三
取
得
者
が
滌
除

手
続
を
し
、
か
つ
実
際
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ
た
場
合
に
つ

い
て
は
、
売
主
（
夫
）
が
滌
除
費
用
を
負
担
す
る
。

47
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1240,

p
p
.
557

558.

48
）

C
iv
.
22 a

v
ril 1856,

D
.
1856.

1.
210,

S
.
1856.

1.
849.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
507,

tex
te et n

o
te 35;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2363,
p
p
.
588

589.

49
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
507

508,
tex

te et
 

n
o
tes 36 a

37;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

-

equ
es
,
t.
III,

n
°2364,

p
p
.
589

590.

50
）

な
ぜ
な
ら
、

夫
…
は
、
自
己
の
財
産
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
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を
自
己
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
か
ら
で
あ
る
（
二
一
三
六

条
一
項
）

⇒

「
登
記
」
二
四
）。

（
未
完
）
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